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行政からのお知らせ

　

多
久
市
で
は
、
昭
和
60
年
度
よ
り
国
土
調
査
法

に
よ
る
地
籍
調
査
事
業
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
地
籍
調
査
後
の
面

積
が
地
籍
調
査
前
の
面
積
よ
り
増
加
し
た
場
合

は
、
市
内
全
て
の
地
籍
調
査
が
完
了
す
る
ま
で
、

地
籍
調
査
前
の
面
積
で
課
税
す
る
こ
と
と
し
て
き

ま
し
た
。（
地
籍
調
査
前
の
面
積
よ
り
減
少
し
た

場
合
は
、
す
で
に
地
籍
調
査
後
の
面
積
で
課
税
し

て
い
ま
す
）

　

平
成
23
年
度
に
、
市
内
全
て
の
地
籍
調
査
の
登

記
が
完
了
し
ま
し
た
の
で
、
平
成
24
年
度
か
ら
は

登
記
面
積
で
あ
る
台
帳
面
積
（
地
籍
調
査
後
の
面

積
）
で
課
税
を
行
い
ま
す
。
課
税
面
積
の
変
更
に

伴
い
、
平
成
24
年
度
の
固
定
資
産
税
が
増
額
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
等
あ
り
ま
し
た
ら
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

多
久
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
、
佐
賀
税
務
署
、
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
で
は
、

次
代
を
担
う
小
・
中
学
生
や
高
校
生
に
税
の
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、

関
心
を
高
め
て
も
ら
う
た
め
『
税
に
関
す
る
作
品
』
の
募
集
を
し
て
い
ま
す
。
平
成

23
年
度
も
市
内
の
小
・
中
学
校
、
高
校
か
ら
多
数
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

入
賞
者
と
作
品
（
絵
画
と
書
写
）
を
紹
介
し
ま
す
。

税
に
関
す
る
小
学
生
の
絵
画

多
久
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

　

梶
原　

大
暉
（
西
部
小
6
年
）

税
に
関
す
る
中
学
生
の
書
写

多
久
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

　

青
木　

侑
花
（
西
渓
中
1
年
）

佐
賀
税
務
署
長
賞

　

原
口　
　

遥
（
西
渓
中
1
年
）

佐
賀
県
税
事
務
所
長
賞

　

古
賀　

有
貴
（
西
渓
中
3
年
）

佳
作

　

陣
内
菜
奈
子
（
西
渓
中
1
年
）

　

深
町　

綾
美
（
西
渓
中
2
年
）

　

古
賀　
　

匠
（
西
渓
中
2
年
）

　

古
賀　

水
萌
（
西
渓
中
1
年
）

　

三
瀬　

賀
子
（
西
渓
中
1
年
）

税
に
関
す
る
高
校
生
の
作
文

多
久
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

　

永
田　
　

望
（
多
久
高
3
年
）

佳
作

　

川
内　

佳
帆
（
多
久
高
2
年
）

第
45
回
中
学
生
の

　
　
　

税
に
つ
い
て
の
作
文

多
久
市
長
賞

　

藤
川　

愛
莉
（
中
央
中
3
年
）

奨
励
賞

　

平
形
京
士
朗
（
中
央
中
3
年
）

　

富
増　

弥
希
（
中
央
中
3
年
）

　

福
井　

み
か
（
中
央
中
3
年
）

　

大
久
保
陽
平
（
中
央
中
3
年
）

　

円
城
寺
初
美
（
中
央
中
3
年
）

　

杉
原　

ゆ
き
（
東
部
中
3
年
）

　

俣
野　

杏
子
（
東
部
中
3
年
）

　

鑰
山　

寛
乃
（
東
部
中
3
年
）

　

岸
川　

公
美
（
東
部
中
3
年
）

　

山
﨑　

彩
加
（
東
部
中
3
年
）

■
問
い
合
わ
せ　

　

税
務
課 

☎
75

－

2
1
2
6

平成24年度からの固定資産税

地籍調査完了に伴い登記面積で課税します
■問い合わせ　
　税務課 資産税係　☎75－2176

固定資産税納税通知書と一緒に送付している課税明細書で
ご確認いただけます。

義務者氏名  多久太郎 管理人氏名  多久一郎

区
分

所在地
地番

台帳面積（㎡） 評価額

課税面積（㎡） 課税基準額

台帳地目・種類 課税地目・構造

土
地

○○
１－１

500.00

300.00

宅地 宅地

平成24年度から　
地籍調査後の面積（台帳面積）500㎡が課税面積になります。

氏氏氏名名名 多久多久多久 郎一郎郎

準額

目・構造

平成23年度まで
この記載例で見る
と、地籍調査後の
面 積（台帳面積）が
500㎡、地籍調査前
の面積（課税面積）
が300㎡です。課税
面積の 300㎡で課税
しています。

⬇⬇

 おめでとう‼

　税に関する作品

　  入賞者発表！

　　　　  （敬称略）


